
Ⅱ．制度概要

１．社会資本整備総合交付金

①制度の概要

・地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための

基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総

合的・一体的に支援することを目的として、平成２２年度予算において創設。

・地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金と

して、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を原則一括。

・土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関する補助制度においても、地方

公共団体向け補助金は、原則、社会資本整備総合交付金へ移行。

平成２３年度より現行の４分野（活力創出基盤整備、水の安全・安心基盤

整備、市街地整備、地域住宅支援）を統合することにより、一層柔軟な予

算流用を可能にするなど、地方の自由度・使い勝手の更なる向上を図る。

②基本的な仕組み・特徴

・地方公共団体は、目標や目標実現のための事業等を記載した社会資本総合

整備計画を作成し、国に提出。国は、毎年度、当該計画に基づき交付額を

算定して、交付金を交付。計画期間の終了後は、各地方公共団体自ら事後

評価を行って公表。

・基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高めるソフト事業についても、

創意工夫を生かして実施可能。

・交付金は社会資本総合整備計画に位置付けられた事業の範囲内において国

費を自由に充当することが可能。また、国が負担又は補助しなければなら

ない割合について法律で定めのない事業については、事業の進捗に応じて、

交付済みの交付金の返還や繰越の手続きをすることなく、地方公共団体が

各年度の国費率を調整することが可能。

交付対象事業③

イ．基幹事業

地方公共団体が作成する社会資本総合整備計画の目標を実現するため、

基幹的な事業として実施する政策分野ごとの事業。



ロ．関連社会資本整備事業

社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体的に実施

することが必要な各種の社会資本整備事業。

ハ．効果促進事業

社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体となって

その効果を一層高めるために必要な事業等。ただし、交付金事業者の運営に

必要な人件費、賃借料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業等を

除く（全体事業費の２０／１００を目途）。

④単年度交付限度額

単年度交付限度額

＝ 基幹事業分 ＋ 関連社会資本整備事業分 ＋ 効果促進事業分

(事業費×国費率 ) （事業費×国費率 ) (事業費×国費率 )※ ※ ※

（※）現行の事業で適用される国費率を基本とし、対応する事業がない場合は１／２

⑤継続事業の取扱い

交付金要綱の施行（平成２２年４月１日）の際、現に国に提出されている特

定計画 については、当該計画の計画期間に限り、その提出をもって社会資本※

総合整備計画の提出とみなす。

（※）特定計画：都市再生整備計画、地域活力基盤創造計画、広域活性化計画等

⑥社会資本整備総合交付金に移行しないもの

以下の補助事業については、社会資本整備総合交付金に移行せず、既存分

の予算として計上。

地方公共団体以外を対象とした事業イ．

ロ．過年度に設定した国庫債務負担行為

⑦予算額

（単位：百万円）

区 分 23 年 度 (A) 前 年 度 (B) 倍率 (A/B)

社会資本整備総合交付金［国費］ 1,753,870 2,200,000 0.80



２．地域自主戦略交付金

地域の自主裁量を拡大するため、「地域主権戦略大綱」（平成２２年６月閣議

決定）等に基づき、各府省所管の都道府県向け投資関係補助金等の一部を内閣府

予算として計上し、地域自主戦略交付金及び沖縄振興自主戦略交付金を創設。

①制度の概要

・各府省の枠にとらわれずに使えるようにする
・箇所付け等の国の事前関与を廃止し、事後チェックを重視
・客観的指標に基づく恣意性のない配分の導入（条件不利地域等に配慮した

仕組みを設ける）
※当面は継続事業に配慮

・一括交付金化の対象となる事業の範囲で、自由に事業を選択。ただし、事
業規模等の必要な条件を設ける

※各府省に移し替えて交付

②予算額

地域自主戦略交付金 ５，１２０億円（新規）
・地域自主戦略交付金［沖縄振興除く］ ４，７９９億円
・沖縄振興自主戦略交付金 ３２１億円

<参考>第10回 地域主権戦略会議（平成22年12月27日）配布資料



３．土地区画整理事業に係る予算制度

土地区画整理事業は、道路や広場等の公共施設と宅地を一体的・総合的に整備

する事業であり、大都市から地方都市、既成市街地から新市街地まで多様な地域

で、多様な課題に応じて活用される市街地整備の代表的手法である。

土地区画整理事業に関する補助制度は、平成２２年度より社会資本整備総合交

付金へ原則移行しており、平成２３年度は、４つの政策分野（活力創出基盤整備、

市街地整備等）を統合することにより、地方の自由度、使い勝手の更なる向上を

図ることとしている。

（１）土地区画整理事業調査

土地区画整理事業を円滑に推進するため、事業化を図る各段階で、以下の調

査について補助を行うものであり、国費率は１／３である。

①まちづくり基本調査

区画整理予定地区を含む市街地整備の緊急性が高い地区について、市街地

環境評価、整備課題の整理等を行った上でまちづくりの基本構想を作成し、

基本構想の実現方策を検討する。

②区画整理事業調査

基本構想等に基づき区画整理施行地区を設定し、現況測量や区画整理設計

を行い、事業計画の案を作成する。

③区画整理促進調査

事業に対する理解を深め事業化を促進するため、説明会の開催、意識調査、

換地設計の準備、組合設立の準備等を行う。

（２）土地区画整理事業

土地区画整理事業によって施行地区内の道路が整備されることに着目し、

それらの道路を用地買収方式により整備することとして積算した事業費の額

等を限度額として、支援を行うものである。国費率は、１／２もしくは５．

５／１０を基本とし、実施地域によって嵩上げ措置が適用される。



１／２

（３）都市再生区画整理事業

①目的

防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱

で整備の必要な既成市街地並びに被災した市街地において、土地区画整理事業

の実施により、都市基盤の整備と併せて街区の再編を行い、もって土地の有効

利用を促進するとともに、安全・安心で快適に暮らすことができ、活力ある経

済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を図る。

②制度の概要

イ．構成

・都市再生事業計画案作成事業（調査）

・都市再生土地区画整理事業

・被災市街地復興土地区画整理事業

・緊急防災空地整備事業

ロ．支援内容

公共施設の用地費及び整備費等の額を限度として支援

（密集市街地、中心市街地等の地域の拠点、歴史的風致維持向上計画に位

置付けられた地区は、重点地区として支援）

ハ．施行者

地方公共団体、土地区画整理組合、都市再生機構 等

ニ．地区要件

・DIDに係る地区（重点地区については、将来DIDに見込まれる区域を含む）

・市町村の都市計画に関する基本方針等、法に基づく計画に位置付け

・施行前の公共用地率が１５％未満（幹線道路等を除く）

・（指定容積率/100）を乗じた施行面積が原則２ha以上 等

ホ．国費率

・都市再生事業計画案作成事業(重点地区)

・都市再生土地区画整理事業 (重点地区)

・被災市街地復興土地区画整理事業

・緊急防災空地整備事業

・都市再生事業計画案作成事業(一般地区)

・都市再生土地区画整理事業 (一般地区)

③予算額
(単位：百万円)

23 年 度(A) 前 年 度(B) 倍率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

都市再生区画整理事業 36 12 36 12 1.00 1.00

(注)地方公共団体向け補助金は、平成２２年度より社会資本整備総合交付金へ原則移行

１／３



 

 

４．市街地再開発事業等に係る予算制度 

 

市街地再開発事業等に関する補助制度は、平成２２年度に社会資本

整備総合交付金へ原則移行しており、従来の社会資本整備事業特別会

計道路整備勘定及び地域活力基盤創造交付金により補助等を行ってい

た道路事業は「活力創出基盤整備」の基幹事業に規定され、従来の一

般会計により補助等を行っていた市街地再開発事業は「市街地整備」

の基幹事業に規定された。平成２３年度には、現行の４つの政策分野（活

力創出基盤整備、市街地整備等）を統合することにより、地方の自由度、

使い勝手の更なる向上を図ることとしている。  

 

 

 

 

○社会資本整備総合交付金に統合された事業  

(注)一部の補助事業（上表※）については、地方公共団体以外を対象とした補助は社会資本整

備総合交付金へ移行せず、国庫補助として交付 

社会資本整備総合交付金 内   容 国費率 

市街地再開発事業 

※従来の一般会計による補助等 

施設建築物及びその敷地の整備に要する

費用の一部  

１）調査設計費  

２）土地整備費  

３）共同施設整備費 等 

1/3 

道路事業 

※従来の社会資本整備事業特別

会計道路整備勘定、地域活力

基盤創造交付金による補助等 

都市計画道路等の整備に要する費用  

１）用地費及び補償費  

２）工事費  

３）測量及び試験費 等 

1/2 等 

市街地再開発事業、暮らし・にぎわい再生事業※、先導型再開発緊急

促進事業※、都市再開発支援事業※、都市・地域再生緊急促進事業 

市街地再開発事業 

道路事業 



 

 

（１）市街地再開発事業 

①ポイント  

老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の

統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場等の公共施設の整備

等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と

都市機能の更新を図る。 

 

②制度の概要 

  イ．施行要件 

○第一種市街地再開発事業 

・高度利用地区内又は特定地区計画等区域内にあること。 

・耐火建築物が概ね 1/3 以下であること。 

・土地利用の状況が著しく不健全であること。 

・土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること。 

○第二種市街地再開発事業 

 上記に加え下記のいずれかに該当する区域で面積が 0.5ha（防災再

開発促進地区内においては 0.2ha）以上のもの。 

・安全上又は防火上支障がある建築物が 7/10 以上であること。 

・避難広場等の重要な公共施設を緊急に整備する必要があること。 

・被災市街地復興推進地域にあること。 

 

ロ．施行者 

個人、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機

構、地方住宅供給公社（個人、市街地再開発組合は第一種事業のみ） 

  

ハ．交付の内容 

○社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業） 国費率１／３ 

調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費、防災性能強化費等 

○社会資本整備総合交付金（道路事業） 国費率１／２等 

事業により整備される都市計画道路を用地買収方式によって整備す

る場合の費用の額を限度として街路事業と同等の支援を実施 

 

③予算額 

 

 

 

 

(注)地方公共団体向け補助金は、平成２２年度より社会資本整備総合交付金へ原則移行 

 

(単位：百万円)

23 年 度(A) 前 年 度(B) 倍率(A/B)
事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国費

市街地再開発事業 0 0 810 270 － －

区　　　　分



 

 

（２) 暮らし・にぎわい再生事業 

①ポイント 

中心市街地の再生を図るため、内閣総理大臣による中心市街地活性化

基本計画の認定を受けた地区について、都市機能のまちなか立地、空き

ビル再生、多目的広場等の整備等を総合的に支援することにより、まち

なかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図る。 

 

②制度の概要 

イ．事業要件 

１）中心市街地活性化法に基づき認定された基本計画区域内 

２）認定基本計画に位置付けられた都市機能導入施設又は賑わい空間施設であること 

３）公益施設を含むものであること（都市機能導入施設に限る） 等 

ロ．事業概要 

○コア事業 

・都市機能まちなか立地支援（国費率１／３※） 

・空きビル再生支援（国費率１／３※） 

・賑わい空間施設整備（国費率１／３） 

（※）一定の要件を満たす場合、１／１５加算。 

○附帯事業 

・計画コーディネート支援（国費率１／３） 

・関連空間整備（国費率１／３） 

ハ．事業実施主体 

地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、中心市街地活性化協議会、

民間事業者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③予算額 

 

 

 

 

(注)地方公共団体向け補助金は、平成２２年度より社会資本整備総合交付金へ原則移行 

(単位：百万円)

23 年 度(A) 前 年 度(B) 倍率(A/B)
事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国費

0 0 153 51 － －

区　　　分

暮らし・にぎわい再生事業

支援 
支援 

支援 支援 

支援 



 

 

（３） 先導型再開発緊急促進事業 

①ポイント 

良好な子育て環境への配慮や地球環境問題といった政策課題に先導的

に対応した質の高い施設建築物等を整備する市街地再開発事業等の施行

者等に対して、国が特別の助成を行うことにより、事業の緊急的な促進

を図る。 

 

②制度の概要 

 イ．対象事業 

市街地再開発事業、優良建築物等整備事業及び地区再開発事業 

ロ．事業要件 

・必須要件：バリアフリー化 

・選択要件：１）地球環境貢献 ２）広域防災拠点整備 

３）都市緑化推進 ４）子育て支援対応 

ハ．交付金の額 

交付対象事業の建設工事費（交付金が交付される部分の交付対象事

業費、公共施設管理者負担金を除く）に対し、該当する事業数に応じ

て次の割合を乗じて得た額の範囲内とする。 

・２つの事業に該当する場合・・・３／１００ 

・３つの事業に該当する場合・・・５／１００ 

・４つの事業に該当する場合・・・７／１００ 

 

＜先導型再開発緊急促進事業の概要＞ 

○必須要件  ○選択要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③予算額 

 

 

 

 

(注)地方公共団体向け補助金は、平成２２年度より社会資本整備総合交付金へ原則移行 

タイプ 要 件 （タイプごとに全て満たすもの）

地球環境貢献
型事業

・省エネルギー対策

・構造躯体等の高耐久性化

・専用配管及び共用配管の維持管理対策

・共用排水管の更新対策

・リサイクルへの配慮

広域防災拠点

整備型事業

・構造安定性の確保

・帰宅困難者等への支援

または延焼遮断機能の確保

都市緑化推進
型事業

・屋外緑化、壁面緑化等の緑化対策

・空地の確保

子育て支援対
応型事業

・防犯性能の確保

・子育て支援機能の確保

・子育てに配慮したバリアフリー対策

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

選択要件の
うち、該当
する数
：国費率

２つ：３％

３つ：５％

４つ：７％

(単位：百万円)

23 年 度(A) 前 年 度(B) 倍率(A/B)
事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国費

38,440 1,747 28,196 1,645 1.36 1.06

区　　　　　　分

先導型再開発緊急促進事業



 

 

(参考) 都市再開発支援事業 

 

ポイント                                 

・ 多様な主体の参画による再開発事業の立ち上げや計画立案・調整、一体的な計画に基づ

く事業実施に対し支援することにより市街地の再開発を促進。 

・ 総合的な整備計画に基づき連鎖的な事業展開を図るためのコーディネートを行い、市街

地再開発事業をはじめ各種の事業による都市計画道路と一体となった総合的な再開発を

推進。 

 

制度の概要                               

 ① 事業概要 

イ．地域の活性化を必要とする地区について、市町村が地区再生計画及び街区整備計画

を策定する。 

ロ．イの計画に基づき市街地再開発事業等を実施するとともに、関連する立体的遊歩道、

駐車場の整備等を順次進め、地区全体の整備プログラムに則った総合的な再開発を推

進する。 

② 交付対象 

イ．地区再生計画作成費、コーディネート業務に要する費用及び街区整備計画作成費 

ロ．街区整備計画に基づく公開空地、市街地再開発事業を核とし一体的に整備される立

体的遊歩道、人工地盤等、駐車場等の整備に要する費用 

ハ．市街地再開発事業の実施により、用途適正配置の観点から施行区域外に代替整備さ

れる住宅等の整備費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額                                 

・ 地方公共団体向け補助金は、平成２２年度より社会資本整備総合交付金へ原則移行 

 

地区再生計画
及び街区整備計画の
作成費に対する補助

地区再生計画区域

街区整備計画区域

ソフト支援措置

ハード支援措置

再開発事業区域内に設置されるべき
駐車場と代替関係にある駐車場の

整備費に対する補助

公開空地

人工地盤・立体的遊歩道

公開空地・人工地盤等の
整備費に対する補助

防災街区整備事業

土地区画整理事業

鉄道駅

市街地再開発事業

事業初動期からの
コーディネート業務に

対する補助

事業初動期からの
コーディネート業務に

対する補助

地区再生計画
及び街区整備計画の
作成費に対する補助

地区再生計画区域

街区整備計画区域

ソフト支援措置

ハード支援措置

地区再生計画区域

街区整備計画区域

ソフト支援措置

ハード支援措置ハード支援措置

再開発事業区域内に設置されるべき
駐車場と代替関係にある駐車場の

整備費に対する補助

公開空地公開空地

人工地盤・立体的遊歩道

公開空地・人工地盤等の
整備費に対する補助

防災街区整備事業

土地区画整理事業

鉄道駅

市街地再開発事業

事業初動期からの
コーディネート業務に

対する補助

事業初動期からの
コーディネート業務に

対する補助

 

支援 

支援 

支援 

支援 

支援 



 

 

（参考）都市・地域再生緊急促進事業 

 

ポイント                                

・ 事業を取り巻く現下の経済状況の急激な悪化により、進捗が停滞している市街地再開発事

業等について、国が緊急的に上乗せ補助を行い、事業の進捗を図り、関連投資の活性化を

図る。市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給に資する事業を推進する。 

 

制度の概要                               

（１）対象事業 

次の全ての要件を満たす事業 

○次の事業であること 

市街地再開発事業、暮らし・にぎわい再生事業、優良建築物等整備事業、防災街区

整備事業、住宅市街地総合整備事業、地域優良賃貸住宅整備事業等 

○事業計画（資金計画を含む。）について、地権者による合意形成が平成２１年度末ま

でになされているものであること 

○着工前の事業で事業計画等の予定から３ヶ月以上事業が遅延しており着工に至って

いないもの、または、工事着工後工事が停止している、若しくは停止するおそれが高

いもの 

○平成２２年度末までに着工に至るもの 

（２）交付金額 

共同施設整備費等の１／３（ただし、市街地再開発事業等の事業費のうち、事業者が負

担する部分の１１．５％が上限）について、国が支援を行う。 

（３）国費率 

定額 

 

■交付対象のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額                                 

・ 地方公共団体向け補助金は、平成２２年度より社会資本整備総合交付金へ原則移行 

 

国 １／３ 

地方１／３ 

共同施設整備費等の 1/3 
（ただし、事業者が負担する事業費×11.5%を上限） 

事業費 

 

共同施設整
備費等 
 



５．土地区画整理事業・市街地再開発事業等に関連する予算制度
（まちづくり交付金、地域自立・活性化交付金）

これまで個別の制度として活用されてきた「まちづくり交付金」及び「地域自

立・活性化交付金」は、平成２２年度より社会資本整備総合交付金の基幹事業と

してそれぞれ以下の通り位置付けられている。

都市再生整備計画事業まちづくり交付金 ⇒

広域連携事業地域自立・活性化交付金 ⇒

※社会資本整備総合交付金交付要綱の施行（平成２２年４月１日）の際、現に国に提出されている

「都市再生整備計画」及び「広域的地域活性化基盤整備計画」については、当該計画期間に限り、

社会資本整備総合交付金における「特定計画」として、その提出をもって、社会資本総合整備計

画の提出とみなされる。

なお、それぞれの事業の目的や交付対象等については、従前の制度を踏襲した

ものとなっている。

都市再生整備計画事業 広域連携事業

目 的 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活 地域の自立・活性化に向けて、民間と連

かした個性あふれるまちづくりを実施し、 携した地域の発意による広域的地域活性

全国の都市の再生を効率的に推進すること 化基盤整備計画に基づき、民間中心の広

により、地域住民の生活の質の向上と地域 域的な地域活性化活動を支える基盤整備

経済・社会の活性化を図る （ハード）と地域づくりに対する支援

（ソフト）等の一体的な推進を図る

交付対象 市町村等 都道府県

対象事業 基幹事業 基幹事業

道路、公園、下水道、河川、多目的広 道路、河川、鉄道、港湾、空港、下水

場、修景施設、地域交流センター、土 道、住宅、公園、土地区画整理事業、

地区画整理事業、市街地再開発事業、 市街地再開発事業

地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地

区改良事業 等

提案事業 提案事業

市町村の提案に基づく事業 都道府県の提案による調査、ソフト事

各種調査や社会実験等のソフト事業 業その他必要な事業

交 付 率 概ね４０％ 概ね４５％



６．都市環境改善支援事業(エリアマネジメント支援事業)

（１）目的

民間のまちづくりの担い手や官民の連携による地区レベルの都市環境維持

・改善活動（エリアマネジメント）を促進するため、国として特に推進すべ

き施策により都市環境が創出される地区において、計画コーディネートや、

公共・共用空間の利活用等を内容とする都市環境維持・改善計画の作成に加

え、同計画に基づき行われる社会実験・実証事業等の取組に対して助成し、

もって、まちの魅力・活力の維持・向上を通じた地域参加型の持続可能なま

ちづくりの実現と定着を図ることを目的とする。

（２）制度の概要

事業実施主体①

地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市再生整

備協議会（都市再生特別措置法の改正予定。以下同じ。）、民間事業者等

対象地域・地区②

Ⅰ.のいずれかに該当する地区であって、かつ、Ⅱ.のいずれかに該当する

地区とする。

Ⅰ.ⅰ）都市再生特別措置法第２条第３項の規定に基づく都市再生緊急

整備地域の区域

ⅱ）中心市街地の活性化に関する法律第９条第６項の規定に基づく

認定を受けた基本計画又は認定されることが確実と見込まれる

同計画において定める中心市街地の区域

ⅲ）歴史的風致の維持及び向上に関する法律第５条第８項の規定に

基づく認定を受けた歴史的風致維持向上計画の区域

ⅳ）観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法

律第４条に規定する観光圏整備計画に定める滞在促進地区の区

域であって同法第８条第３項の規定に基づく認定を受けた観光

圏整備実施計画にかかるもの

ⅴ）内閣総理大臣により選定された環境モデル都市（候補都市を含

む。）の区域

ⅵ）国土交通大臣の認定を受けた都市・地域総合交通戦略の区域及

び軌道運送高度化実施計画若しくは道路運送高度化実施計画が

定められた地域公共交通総合連携計画の区域

ⅶ）都市再生プロジェクト第三次決定における、地震時に大きな被

害が想定される危険な密集市街地のうち特に大火の可能性の高

い危険な市街地

ⅷ）都市再開発法第２条の３第１項第１号に規定する計画的な再開

発が必要な市街地又は同条第１項第２号及び第２項に規定する

特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模

の地区



ⅸ）景観法第８条の規定に基づく景観計画の区域又は同法第６１条

の規定に基づく景観地区

ⅹ）コミュニティの再生、防犯、緑化等、地区環境の維持・改善に

かかる取組が必要な区域のうち、都市計画法第１２条の５に規

定する地区計画の区域として位置づけられた、または位置づけ

られることが確実な区域

Ⅱ.ⅰ）現にある良好な都市機能及び都市環境を保全する必要があると

認められる土地の区域

ⅱ）公共公益施設の整備等に関する事業が行われ、又は行われた土

地の区域であって、新たに良好な都市機能及び都市環境を創出

する必要があると認められるもの

ⅲ）地域の土地利用の動向等からみて、都市機能及び都市環境が悪

化するおそれがあると認められる土地の区域

補助対象③

計画コーディネートⅠ.
【補助対象】

・まちづくり活動
・計画立案・調整

なお、計画コーディネート支援は、最初の交付から５年以内で、総
事業費６，０００万円以内に限り交付するものとする。

【補助率】
・地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市

再生整備協議会施行 １／２（直接補助）
・民間事業者等施行 １／３（間接補助）

都市環境維持・改善計画作成Ⅱ.
【補助対象】

・都市環境維持・改善計画作成（住民意向調査、コンサルタント派遣
等を含む）
なお、都市環境維持・改善計画作成支援は、最初の交付から５年以
内かつ通算３年間について交付するものとする。

【補助率】
・地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市

再生整備協議会施行 １／２（直接補助）
・民間事業者等施行 １／３（間接補助）

社会実験・実証事業等支援（地方公共団体施行を除く）Ⅲ.
【補助対象】

・都市環境維持・改善計画に位置付けられた社会実験・実証実験等
【補助率】

・中心市街地活性化協議会、景観協議会、市町村都市再生整備協議会
施行 １／２（直接補助）

・民間事業者等施行 １／３（間接補助）



（３）予算額

（単位：百万円）

23 年 度(A) 前 年 度(B) 倍率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

新しい公共によるまちづくり
促進事業 242 86 0 0 皆増 皆増

（注）まちづくり推進課及び公園緑地・景観課の所管分を含む。

（４）新規事項（再掲）

官民連携によるまちづくりの促進を図るため、官と民が連携した市町村都

市再生整備計画協議会の取組への支援を強化

【都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業）のイメージ】

※ＰＰＰ／ＰＦＩ制度の構築等にあたっては、省内横断的に検討することが効果的かつ効率

的であることから、当該事業については、総合政策局において官民連携による効率的な社

会資本の整備・管理推進費として一括計上している。

７．都市開発事業調査

我が国の経済が持続的に発展していくよう、経済活動の基盤であり、かつ多

くの国民の生活の拠点となっている都市を魅力と国際的競争力を備えたものに

再生することを目的として、都市再生推進のための事業実施及び事業制度の検

討に係る調査等を行う。

①計画コーディネート＜立ち上げ段階の支援＞
勉強会、意識啓発活動、土地利用状況調査等

②都市環境維持・改善計画作成
＜ルール作成段階の支援＞

周辺環境に調和した高質な
屋外広告物を掲出

にぎわいの創出のためオープ
ンカフェの設置

市街地整備によって創出した
セットバック空間の地域の住
民団体による維持・管理

③社会実験・実証事業等＜実験段階の支援＞

【補助対象イメージ】【事業主体、補助率】

○地方公共団体、中心市街地活性

化協議会、景観協議会、市町村都市
再生整備協議会施行

→ 補助率１／２ （直接補助）

○民間事業者等施行

→ 補助率１／３ （間接補助）



８．先導的都市環境形成総合支援事業（エコまちづくりパッケージ）

ＣＯ 排出量が伸び続ける都市部への対策として、今後は都市政策として包括２

的な環境対策に取り組むことが急務である。このため、地区・街区レベルの包

括的な環境負荷削減対策を推進するため、エコまちづくりパッケージ（先導的

都市環境形成総合支援事業）を拡充する。

（１）エコまちづくり事業（先導的都市環境形成促進事業）

①目的

地区・街区レ集約型都市構造の実現に資する拠点的市街地等において、

ベルにおける先導的な都市環境対策を強力に推進するため、良好な都市環

。境形成に資する取組を促進する

②制度の概要

１）先導的都市環境形成計画の大臣認定基準等

２）官民連携による実証事業

まちづくりにおける低炭素化の仕組みづくりにチャレンジしたいと考え

ている地方自治体や民間事業者等も出てきているが、先行事例が少なく失

敗のリスクもあるため、取組が広がらない状況。

このため、国が機会の設定と費用を支援して実証実験等を実施し、その

成功要因・課題を抽出して仕組みの導入・評価手法を構築することにより、

全国における取組を推進。

３）補助制度

・地区・街区レベルでの都市環境対策を支援するため、計画策定、コーデ

ィネート、実証実験等を補助する仕組み。

・官民連携による実証事業において国が戦略的観点から施策課題を設定。

→国が推進すべき先導性の基準（官民連携による実証事業の活用・応用

に資すること、あるいは同等の先導性等が認められること）が明確化

→補助対象の重点化、効果的な予算執行が可能

◇対象地域 

以下のいずれかの要件に合致する地域 

・現に高度な都市集積が図られている地域 

・都市計画マスタープラン等において集約型 

都市構造を都市政策の方針としている都市

圏における、当該方針を実現する上で拠点と

なるべき地域 

◇認定要件 

 先導性、環境目標ともに高い水準と認めら

れるもの 

先 導 性：取組の包括性、取組の先進性 

環境目標：ＣＯ２削減目標、ヒートアイラ 

ンド現象緩和目標、都市環境改 

善目標 



補助対象

③新規拡充事項等

１）官民連携による実証事業（平成２３年度３分野）

以下の各分野における先導的仕組みの構築にチャレンジするプロジ

ェクトについて、国が地方公共団体や民間事業者等と共同した官民連

携のもとでモデル的な調査、実証事業を実施。仕組みの導入手法及び

。事業効果の把握・検証手法を整えることにより、全国への普及を促進

第一分野：市街地整備と一体となったエネルギー面的利用導入・評価

手法の開発

第二分野：環境対応車を活用したまちづくりの調査

第三分野：下水熱によるまちづくり

２）補助対象の重点化

・国の政策から見て特に先導性が高い取組を優先採択

・官民連携による実証事業のテーマに関連するもの、又はその成果を

応用するための取組を優先採択

ⅰ）計画策定支援 

・先導的都市環境形成計画の策定に要する経費に対する補助 

事業主体：地方公共団体 

補 助 率：１／２ 

ⅱ）コーディネート支援 

  ・都市環境対策の実施に向けて関係者の合意形成を図るために必要な調査検討等に

要する経費に対する補助 

事業主体：地方公共団体、民間事業者、独立行政法人都市再生機構  

補 助 率：地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 １／２ 

民間事業者 １／３（間接補助） 

ⅲ）社会実験・実証実験等実施支援（平成 24 年度までの限定措置）   

・先導的な対策の本格実施に先立ち必要な社会実験、実証実験、ソフト活動等に要

する経費に対する補助 

事業主体：地方公共団体、民間事業者、独立行政法人都市再生機構  

補 助 率：地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 １／２ 

民間事業者 １／３（間接補助） 



予算額④
（単位：百万円）

23 年 度(A) 前 年 度(B) 倍率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

先導的都市環境形成促進事業 772 494 932 640 0.83 0.77

(注)街路交通施設課、公園緑地･景観課、都市計画課、都市･地域政策課、下水道企画課所管分含む

（２）エコまちネットワーク整備事業

①目的
多くの都市開発が予想される都市再生緊急整備地域又は国土交通大臣が

認定した先導的都市環境形成計画を策定した地区において、都市開発と一
体的に環境負荷の削減対策を行うことにより、効果的・効率的に都市環境
の改善を図る。

②制度の概要

③予算額
（単位：百万円）

23 年 度(A) 前 年 度(B) 倍率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

0 0 0 0 － －エコまちネットワーク整備事業

（注）地方公共団体向け補助金は、平成２２年度より社会資本整備総合交付金へ移行

１／３

ただし、地域冷暖房施設は、長期借入金の利子相当額の１／３

補助率

地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、民間事業者（間接補助）補助対象事業者

１）都市再生緊急整備地域

①都市環境負荷削減プログラムの策定に要する費用

②都市環境負荷削減プログラムに位置付けられた施設の整備費用

・複数の熱供給プラントを連携するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

２）認定計画を策定した地区内

認定計画に位置付けられた施設の整備費用

・複数の熱供給プラントを連携するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

・都市計画に位置付けられた熱供給プラント、主要な熱導管及び付帯施設

補助対象

①プラント連携施設、都市排熱処理施設又は地域冷暖房施設であること

②都市再生緊急整備地域内又は認定計画を策定した地区内で実施するものであ

ること

③都市環境負荷削減プログラム策定区域又は認定計画の策定区域の面積が５ｈ

ａ以上であること、又は、延べ床面積１５万㎡以上であること

④都市環境負荷削減プログラム又は認定計画に位置付けられた施設であること

⑤都市計画決定された施設であること

⑥都市計画事業と一体的に整備される施設であること

国庫補助採択基準

１／３

ただし、地域冷暖房施設は、長期借入金の利子相当額の１／３

補助率

地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、民間事業者（間接補助）補助対象事業者

１）都市再生緊急整備地域

①都市環境負荷削減プログラムの策定に要する費用

②都市環境負荷削減プログラムに位置付けられた施設の整備費用

・複数の熱供給プラントを連携するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

２）認定計画を策定した地区内

認定計画に位置付けられた施設の整備費用

・複数の熱供給プラントを連携するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

・都市計画に位置付けられた熱供給プラント、主要な熱導管及び付帯施設

補助対象

①プラント連携施設、都市排熱処理施設又は地域冷暖房施設であること

②都市再生緊急整備地域内又は認定計画を策定した地区内で実施するものであ

ること

③都市環境負荷削減プログラム策定区域又は認定計画の策定区域の面積が５ｈ

ａ以上であること、又は、延べ床面積１５万㎡以上であること

④都市環境負荷削減プログラム又は認定計画に位置付けられた施設であること

⑤都市計画決定された施設であること

⑥都市計画事業と一体的に整備される施設であること

国庫補助採択基準



９．都市開発資金による無利子貸付金

(１) 土地区画整理事業資金融資

①制度の概要

宅地の供給や都市の再生に資する土地区画整理事業を施行する組合等の事業

に要する費用及び施行者から保留地を取得して運営する一定の法人（保留地管

理法人）等の保留地取得に要する費用に対する無利子貸付けを行うことにより、

組合等の金利負担の軽減や保留地処分の促進を図り、もってこれら土地区画整

理事業を推進する。

＜無利子貸付金制度のスキーム＞

社会資本整備事業特別会計業務勘定

事業資金貸付金 保留地取得資金貸付金

・保留地処分までの「つなぎ資金」の確保 ・公募で売却できない保留地の早期売却
・金利負担の軽減 ・事業費確保の早期化による事業の早期終息

貸付けに必要な額の1/2 事業に要する費用の1/4 貸付けに必要な額の1/2

地 方 公 共 団 体 地 方 公 共 団 体

事業に要する費用の1/2 保留地取得費の1/2

土地区画整理組合 地 方 公 共 団 体 保 留 地 管 理 法 人
区 画 整 理 会 社 等 区 画 整 理 会 社

組合事業を引き継ぐ
場合に限る

※事業資金貸付金及び保留地取得資金貸付金における地方公共団体負担分については、
起債対象として認められております。（充当率 県・政令市７０％、市町村７５％）

②予算額
（単位：百万円）

23 年 度 (A) 前 年 度 (B) 倍 率 (A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

ー土地区画整理事業資金融資 5,808 0 1,668 0 3.48

（注）上表において、「事業費」とは地方公共団体から組合等への貸付額（このうち２分の１を国から地

方公共団体に貸付け）であり、「国費」とは一般会計からの繰入額である。
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 (２) 市街地再開発事業等資金融資 

①ポイント 

・事業段階における無利子融資による市街地再開発事業の推進。 

・事業終了後一定期間の保留床保有コストの緩和。 

 

②制度の概要 

イ．市街地再開発組合等に対する貸付け（事業資金貸付） 

・貸付対象者：個人施行者（都市計画事業等を施行するものに限る）、組合（事業計画決定前

に都道府県知事の認可を受けて設立されたものを含む）、再開発会社 

・貸付対象：工事費、補償費、事業計画策定費 等 

・地方公共団体の貸付割合：市街地再開発事業に要する総費用の1/2以内 

・国の地方公共団体への貸付割合：地方公共団体貸付額の1/2以内 

・貸付条件：無利子、8年以内（事業計画決定前の組合については12年）一括償還 

ロ．保留床管理法人等に対する貸付け（保留床取得資金貸付） 

・貸付対象者： 

  １）以下の要件を満たす、保留床管理法人 

(1)施行者、組合員又は再開発会社の株主の出資割合が 1/2 超（地方公共団体施行の場合

は1/4以上） 

(2)個人施行者、組合員、再開発会社、再開発会社の株主及び地方公共団体の出資割合が

1/2超 

  ２）再開発会社 

・貸付対象：保留床取得費 

・地方公共団体の貸付割合：保留床取得費の1/3以内 

・国の地方公共団体への貸付割合：地方公共団体貸付額の1/2以内 

・貸付条件：無利子、25年以内（10年の据置期間を含む）均等半年賦償還 

 

＜事業資金貸付と保留床取得資金貸付のイメージ＞ 

組  合 等  

床売却

  

保留床管理法人等

 

 

 

 

 

立上げ・事業施行段階 

・計画策定       ・権利変換 

・土地の買取り   ・補償 

               ・工事  等 

 

管理段階 

・保留床取得 

 

 

  

事業資金貸付        償還                 保留床取得資金貸付         償還 

地方公共団体 

事業資金貸付       償還                 保留床取得資金貸付         償還 

国 

 

③予算額 

 

 

 

（注）上表の事業費・国費は都市・地域整備局所管分であり、「事業費」とは地方公共団体から組合等への貸付額

（このうち２分の１を国から地方公共団体に貸付け）であり、「国費」とは一般会計からの繰入額である。 

（単位：百万円）

23 年 度(A) 前　年　度(B) 倍率(A/B)

事 業 費 国 費 事 業 費 国 費 事業費 国 費

市街地再開発事業等資金融資 5,660 0 4,500 0 1.26 －

区　　　　分



１０．地方債

土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関する補助制度は、平成２２年

度より社会資本整備総合交付金へ原則移行しており、平成２３年度は、４つ

の政策分野（活力創出基盤整備、市街地整備等）を統合することとしている。

平成２２年１２月２４日に公表された「平成２３年度地方債計画」による

と、平成２３年度より、補助事業等に係る各種事業債については、主に都道

府県分を中心に、原則として「公共事業等債」に一本化し、地方道路等整備

事業債や一般補助施設整備等事業債等の地方債充当率はそれぞれ簡素化する

とされている。

※平成２２年１２月２４日総務省公表資料より抜粋

（参考）平成２３年度地方債計画について

３．地方債計画の特色

平成２３年度地方債計画





１１．税制上の特例 

 

（１）平成２３年度税制改正事項 

 

① 市街地再開発事業により一定の規模の施設建築物が与えられる従前の権利者

に対する税額の軽減措置の延長（固定資産税） 

・ 市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得する家屋に係る固定資

産税の減額措置について、第１種市街地再開発事業に係る住宅の非居住部分

及び住宅以外の家屋に係る固定資産税の税額を５年間４分の１減額（※現行

３分の１減額）とした上、その適用期限を２年延長する。 

 

② 市街地再開発事業により建築された施設建築物の取得者に対する割増償却制

度の延長（所得税、法人税） 

・ 特定再開発建築物等の割増償却制度について、対象建築物を地上階数４以上

の中高層の耐火建築物である施設建築物（※現行、地上階数４以上の中高層

の耐火建築物である施設建築物が建築される施行地区において建築される

施設建築物）に限定した上、その適用期限を２年延長する。 

 

③ 市街地再開発事業における特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長 

（所得税、法人税） 

・ 既成市街地等内の資産を譲渡して施設建築物及びその敷地を取得した場合

の事業用資産の買換特例（繰延割合８０％）の適用期限を３年延長する。 

 



（２）土地区画整理事業関係税制の概要 

フロー 内  容 

 
 

・ 個人、組合及び会社施行土地区画整理事業において、一定の宅地造成 を行

う個人又は法人に対し土地等を譲渡した場合の譲渡所得課税の軽減（1,500 
万円控除）（区画整理会社に譲渡する場合、区画整理会社の株主等を除く。）（租

特§34 の２②三、65 の４①三） 
 
・ 公共団体等施行土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得

課税の軽減（2,000 万円控除）（租特§34②一、65 の３①一） 
・ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の軽

減（区画整理会社に譲渡する場合、区画整理会社の株主等を除く。）（租特§

31 の２②十二・十五、62 の３④十二・十五） 
 
・ 事業施行のため必要な登記に係る登録免許税の非課税（登法§５六） 
・ 減価補償金を交付すべきこととなる場合において公共施設充当用地として土

地等を譲渡した場合の譲渡所得課税の軽減（代替資産取得の特例又は 5,000 
万円控除）（租特§33①三の五、33 の４、64①三の五、64 の２、65③、65
の２①） 

・ 一定の期間内に土地区画整理事業により特定市街化区域農地の計画的宅地化

を図る場合の固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等（地附§29 の５

①・③） 
・ 個人施行者又は施行者との契約に基づきその施行者に代わって土地区画整理

事業を実施する優良宅地造成事業者が施行地区内に有する 1,000 ㎡以上の一

定の棚卸資産に係る地価税の軽減（地価税５分の１特例）（租特§71 の７①

二）→（当分の間、凍結） 
・ 再開発法、大都市法、拠点都市法による促進区域内の土地の買取りの対価に

係る譲渡所得課税の軽減（1,500 万円控除）（租特§34 の２②二十、65 の４

①二十） 
・ 地区整備計画等が策定され、かつ土地区画整理事業が行われる区域内の特定

市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税の減額（地附§29 の６） 
 
・ 仮換地指定後３年以内に住宅用地として譲渡した場合で、一定の住宅建設を

行う個人又は法人に対して土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の軽減

（租特§31 の２②十七、62 の３④十七） 
・ 仮換地及び保留地予定地に係る固定資産税及び特別土地保有税の課税対象者

の特例（地方§343⑥、585⑤）→（特別土地保有税については当分の間、凍

結） 
・ 仮換地、保留地予定地又は参加組合員取得予定地を取得した場合の不動産取

得税のみなし取得の特例（地方§73 の２⑩・⑪） 
・ 仮換地の指定があった場合の地価税の課税価格の計算の特例（地価§20）→

（当分の間、凍結） 
・ 使用収益が停止されている土地に係る特別土地保有税の非課税 （地方§587

の２）→（当分の間、凍結） 
・ 建築物等の移転補償費における総収入金額不算入（換地不交付に伴う移転補

償金については、区画整理会社の株主等を除く）（所得§44） 

用地の先行取得 

仮換地の指定、 

使用収益の停止 

都市計画の決定 

事業計画の決定 



 
・ 建築物等の除却（対価）補償費についての譲渡所得課税の軽減（代替資産取

得の特例又は 5,000 万円控除）（換地不交付により転出する区画 整理会社の

株主等を除く）（租特§33③二、33 の４、64②二、64 の２、65③、65 の２）

・ 換地処分による従前地の譲渡についての譲渡所得に係る所得税等の課税の特

例（租特§33 の３①、33 の６、65①三） 
・ 換地処分による従前地の譲渡についての事業所得等に係る所得税等の課税の

特例（租特§28 の４③三、63③三） 

 

・ 換地処分による換地の取得及び施行者の保留地（大都市法、拠点都市法、中

心市街地活性化法、バリアフリー法）の取得に対する不動産取得税、特別土

地保有税（取得分）の非課税（参加組合員が取得する宅地に係るものを除く）

（地方§73 の６③、587） →（特別土地保有税については当分の間、凍結）

・ 従前地が非適用土地であった場合における換地及び保留地に係る特別土地保

有税（保有分）の非課税（地方§587） →（当分の間、凍結） 
・ 利便施設等の用に供する土地を施行者から取得した場合の特別土地保有税の

非課税（地方§586②） →（当分の間、凍結） 
・ 換地又は保留地に係る固定資産税の課税対象者の特例（地方§343⑥） 

 

・ 換地処分に伴う登記に係る登録免許税の非課税（同意施行者が取得する保留

地、参加組合員が取得する宅地及び保留地の処分に係るものを除く）（登法§

５六） 
・ 事業の施行に伴う地番変更の登記に係る登録免許税の非課税（登法§５五）

 

・ 清算金及び減価補償金に係る譲渡所得課税の軽減（代替資産取得の特例又は

5,000 万円控除）（換地不交付の場合の清算金については、区画整理会社の株

主等を除く）（租特§33①三、33 の４、64①三、64 の 2、65③、65 の２） 
・ 組合、会社又は公共団体等施行の土地区画整理事業で、既存不適格建築物等

の存する一定の宅地について土地区画整理法§90 により換地不交付とされた

場合の清算金に係る譲渡所得課税の軽減（換地不交付の場合の清算金につい

ては区画整理会社の株主等を除く）（1,500 万円控除）（租特§34 の２②二十

一、65 の４①二十一） 
・ 過小宅地として換地不交付とされた場合に取得する代替不動産に係る不動産

取得税の課税標準の特例（地方§73 の 14⑩） 
・ 換地処分に伴い特別勘定を設けた場合の特例（租特§65③、64 の２） 
・ 優良宅地の分譲についての事業所得等に係る所得税等の特例 （租特§28 の

４③五・七、63③五・七） 
・ 宅地開発税の免除（地方§703 の３③） 
・ 大都市法、拠点都市法、中心市街地活性化法、バリアフリー法、被災市街地

法による同意保留地の対価に係る譲渡所得課税の軽減（1,500 万円控除）（租

特§34 の２②二十、65 の４①二十、阪§13③、19③） 

 

建築物等の移転

又は除去 

換地処分 

換地処分に伴う

登記 

清算金の徴収交

付、減価補償金

の交付 

宅地の分譲 



（３）市街地再開発事業関係税制の概要 

（※下線部は平成 23 年度税制改正後のもの） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ａさんの

建物 
Ｂさんの 

建物 
Ｃさんの

建物

Ａさんの 
土地 

Ｂさんの 
土地 

Ｃさんの 
土地 

Ａ，Ｂ，Ｘ

の共有

公共施設

保留床 
（Ｘさん） 

権利床 
(Ａ,Ｂさん) 

Ｃさんは転出 

①所得税、法人税 

 ・代替資産取得の特例(代替資産の範囲内

で譲渡がなかったものとみなす。)又は

5000 万円特別控除(第一種事業の場合

は、やむを得ない事情による転出又は

過小床不交付等の場合に限る｡) 

 ・2000 万円特別控除（第一種のみ） 

 ・1500 万円特別控除（第一種のみ） 

 ・軽減税率の特例 

②不動産取得税 

 代替資産について従前資産額相当分控除 

 （第一種事業の場合は、やむを得ない事

情による転出又は過小床不交付の場合

に限る。） 

①所得税、法人税 

 ・既成市街地及びこれに類する区域内の

資産を譲渡して施設建築物及びその敷

地を取得した場合の事業用資産の買換

特例（繰延割合 80％。再開発会社が取

得する保留床については適用なし。） 

 ・割増償却の特例（5 年間 10％割増。４

階以上の施設建築物に限定。住宅の用

に供する部分については適用なし。） 

②固定資産税 

 高度利用地区適合建築物に対する不均一

課税 

①所得税、法人税 

従前資産の譲渡がなかったものとみなす 

清算金等について代替資産取得の特例又は 5000 万円特別控除 

②登録免許税 

 事業の施行のため必要な登記について非課税 

③不動産取得税 

  課税標準の算定において従前資産の価額割合相当分控除 

④固定資産税 

・床面積が 50 ㎡以上（借家の用に供するものにあっては 40 ㎡以上）280 ㎡以下である権利床

のうち従前権利者居住用は２/３を、従前権利者非居住用住宅及び非居住用家屋は１/４（第

二種市街地再開発事業については１/３）を新築後５年間減額 

 ・高度利用地区適合建築物に対する不均一課税 

地区外転出 保留床取得者 

権利床取得者 


